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8 消防費

1 消防費 1 常備消防費

[担当：消防本部 総務課] P.312

0501 消防総務事務に要する経費 30,057,536 円（23,357,137 円）

[国･県 8,900,000 円 その他 2,318,400 円 一財 18,839,136 円]

＊ 特財内訳

[手数料：危険物許認可手数料 319,400 円]

[国補：地域活性化･経済危機対策臨時交付金 8,900,000 円]

[諸収入：防火･防災普及啓発推進事業助成金 1,000,000 円]

[諸収入：初期消火･予防活動助成金 999,000 円]

○ 目的

消防行政事務の適正化と消防活動の万全を図る。

○ 内容

(1)火災状況について

平成 21 年及び平成 20 年の火災における種別ごとの件数、焼失面積及び損害額は、

下表のとおりである。

火災種別 建物 車両 林野 その他 計

件 数
H21 8 件 3 件 0 件 3 件 14 件

H20 17 件 1 件 0 件 2 件 20 件

焼失面積
H21 107.57 ㎡ 0 31,029.73 ㎡

H20 834.29 ㎡ 0 2,400 ㎡

損 害 額
H21 3,348 千円 204 千円 0 千円 112 千円 3,664 千円

H20 81,427 千円 750 千円 0 千円 0 千円 82,177 千円

(2)救助活動状況について

平成 21年及び平成 20年の救助活動内訳は、下表のとおりである。

事故別 交通事故 火災 水難事故 機械事故 その他 計

件 数
H21 16 件 0 件 1 件 2 件 16 件 35 件

H20 16 件 2 件 5 件 2 件 11 件 36 件

救助人員
H21 13 人 0 人 0 人 0 人 7 人 20 人

H20 11 人 1 人 2 人 0 人 10 人 24 人

ＮＢＣ（核物質、生物剤、化学剤）災害に対応するための活動資機材及び新型イン

フルエンザの感染防止資機材を整備し消防活動の充実強化を図る。

○ 効果

消防行政事務の適正な執行と併せて、効率的な消防活動を展開することができた。

また、資機材を整備したことにより隊員の安全が確保された。
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[担当：消防本部 総務課] P.314

2001 職員研修に要する経費 1,208,166 円（1,266,050 円）

[一財 1,208,166 円]

○ 目的

複雑多様化する各種の災害、救急救助業務及び火災予防業務等に対して、適切な対

応を可能にするため、専門的な知識及び技術の習得を図る。

○ 内容

茨城県立消防学校における教育をはじめ、各種研修会に職員を派遣し消防職員とし

て必要な資質の向上を図った。

・県立消防学校救急科入校 3 名

・ 〃 特殊災害科入校 1 名

・ 〃 ポンプ操法指導員研修 1 名

・潜水講習会 1 名

○ 効果

消防職員の教育訓練機関である県立消防学校や、他の防災機関等で開催される研修

会等に参加したことで消防職員としての資質の向上が図られた。

[担当：消防本部 総務課] P.314

2201 消防庁舎の管理運営に要する経費 60,904,848 円（30,813,881 円）

[国･県 29,600,000 円 その他 1,974,000 円 一財 29,330,848 円]

＊ 特財内訳

[繰入金：公共施設整備基金繰入金 1,974,000 円]

[国補：地域活性化･経済危機対策臨時交付金 29,600,000 円]

○ 目的

災害時の拠点施設である消防庁舎の適正な管理運営を図る。

○ 内容

消防本部、消防署等の消防施設の適正な維持管理に努め、職場環境の整備充実を図

るとともに、発信地表示システムを更新整備、指令業務の充実強化を図る。

今年度は、吉田・椚木消防署の訓練棟の撤去、及び椚木消防署屋根防水工事を行っ

た。

・消防庁舎 取手消防署（取手市消防本部）

戸頭消防署

吉田消防署

椚木消防署

宮和田消防署（平成 22年 4月 1 日より宮和田出張所）
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○ 効果

消防職員は、その職務の性質上 24時間勤務者が多数を占めており、適正な管理が維

持されることによって、衛生管理面等職場環境の充実が図られた。

また、発信地表示システムの更新整備により、携帯電話・IP 電話からの通報者の位

置確認が可能になった。

[担当：消防本部 警防課] P.316

2301 消防自動車等の維持管理に要する経費 10,661,051 円(10,521,981 円)

[一財 10,661,051 円]

○ 目的

消防自動車等の円滑かつ適正な運用の充実強化を図る。

○ 内容

消防自動車の配置状況は、下表のとおりである。 （H22.3.31 現在）

署 名 車 両 名 台数

取手署

取手 1 号車（化学車） 取手指令 1 号車

取手 2 号車（ポンプ車） 取手指令 2 号車

取手救助（救助工作車） 取手指令 3 号車

取手梯子（梯子車） 取手広報 1 号車

取手搬送（資機材搬送車） 取手広報 2 号車

査察指導車 取手指揮 1 号車

ボートトレーラー

13

戸頭署
戸頭 1 号車（水槽付きポンプ車） 積載車（ポンプ積載車）

戸頭 2 号車（ポンプ車） 戸頭指令 1 号車
4

吉田署
吉田 1 号車（水槽付きポンプ車）吉田指令 1 号車

吉田 2 号車（ポンプ車）
3

椚木署
椚木 1 号車（水槽付きポンプ車）椚木 2 号車（ポンプ車）

椚木指令 1 号車
3

宮和田署
宮和田 1号車（化学車） 宮和田指令 1号車

宮和田 2号車（ポンプ車）
3

計 26

○ 効果

消防業務の根幹をなす消防自動車等の維持管理が適正になされ、消防活動が円滑に

図られた。
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[担当：消防本部 警防課] P.318

2401 消防水利の維持管理に要する経費 3,392,656 円（6,385,657 円）

[一財 3,392,656 円]

○ 目的

消防水利の適正な管理運営を図る。

○ 内容

消火栓及び防火水槽の数は、次のとおりである。

（単位:箇所）

消火栓 防火水槽
計

150mm 以上 150mm 未満 40 ㎥以上 40 ㎥未満 

400 426 512 200 1,538

○ 効果

消防水利の適正な維持管理が図られた。

[担当：消防本部 警防課] P.318

2501 救急救命士の養成に要する経費 2,579,065 円（2,308,572 円）

[一財 2,579,065 円]

○ 目的

各消防署の救急隊に常時 1 名以上の救急救命士を配置するため、救急救命士の養成を図

り、救急救命士法（平成 3 年法律第 36号）に基づく高度な救急処置を実現し、救命率の向

上を図る。

○ 内容

救急救命士の養成

(1)期間 平成 21年 9 月 9 日（水）～平成 22 年 3月 23 日（火）

(2)場所 東京都八王子市南大沢 4-5 救急救命東京研修所

(3)経費 入校負担金 1,940,700 円

旅費 82,250 円

図書及び受験料等 128,895 円

救急救命士薬剤投与追加講習 2名

(1)期間 平成 21年 6月 2 日（火）～平成 22 年 7月 3 日（金）

(2)場所 東茨城郡茨城町長岡 4068 県立消防学校

(3)経費 負担金 427,220 円

○ 効果

救急救命士 19 名の配置状況は下表のとおりである。 （H22.3.31 現在）

署名 取手署 戸頭署 吉田署 椚木署 宮和田署

救命士数 5 名 4 名 4 名 4 名 2 名

認定救命士による薬剤投与追加講習は講習が必要とされる 17名中 7 名が修了。
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1 消防費 2 救急業務費

[担当：消防本部 警防課] P.318

0501 救急業務に要する経費 6,856,500 円（7,299,960 円）

[一財 6,856,500 円]

○ 目的

救急資機材の適正な管理と的確な救急業務の遂行を図る。

○ 内容

平成 21 年及び平成 20年の救急件数と搬送人員は、下表のとおりである。

事故別 急病 交通事故 一般負傷 その他 計

件 数
H21 2,462 件 418 件 476 件 528 件 3,884 件

H20 2,443 件 501 件 529 件 561 件 4,034 件

搬送人員
H21 2,262 人 428 人 451 人 479 人 3,620 人

H20 2,267 人 512 人 486 人 497 人 3,762 人

○ 効果

救急隊員の病院実習等を含めた教育訓練を実施したことで救急技能の向上が図られ、

充実した救急業務体制を確立することができた。

[担当：消防本部 警防課] P.320

2001 救急自動車の維持管理に要する経費 4,690,358 円（4,835,826 円）

[一財 4,690,358 円]

○ 目的

救急自動車の円滑かつ適正な運用の充実強化を図る。

○ 内容

救急自動車の配置状況は、下表のとおりである。 （H22.3.31 現在）

署 名 車 両 名 台数

取手署
救急取手 1 号車（高規格救急車）

救急取手 2 号車（高規格救急車）予備車
2

吉田署 救急吉田 1 号車（高規格救急車） 1

戸頭署 救急戸頭 1 号車（高規格救急車） 1

椚木署 救急椚木 1 号車（高規格救急車） 1

宮和田署 救急宮和田 1 号車（高規格救急車） 1

計 6

○ 効果

救急自動車の維持管理が適正になされ、救急活動が円滑に図られた。
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1 消防費 3 非常備消防費

[担当：消防本部 総務課] P.322

2001 消防団員に要する経費 48,737,713 円（50,039,228 円）

[その他 12,451,000 円 一財 36,286,713 円]

＊ 特財内訳

[諸収入：消防団員退職報償金受入金 12,451,000 円]

○ 目的

消防団員の処遇及び福利厚生の充実を図る。

○ 内容

消防団員の報酬と消防団員退職報償負担金及び消防団員公務災害補償等共済負担金

等の各種負担金の支出。

･ 消防団員の定数 649 人

･ 消防団員の実数 560 人（平成 22 年 3月 31 日現在）

○ 効果

消防団員の士気の高揚が図られ、消防団の諸活動をはじめ地域における自主活動に

も積極的に参加する等、地域住民との信頼関係を築くことができた。

[担当：消防本部 総務課] P.322

2101 消防団の運営に要する経費 26,430,689 円（20,282,371 円）

[地方債 5,400,000 円 一財 21,030,689 円]

＊ 特財内訳

[市債：消防防災設備整備事業債 5,481,000×90％≒4,900,000 円]

[市債：減収補てん債 5,481,000×10％≒500,000 円]

○ 目的

消防団の円滑な運営と消防施設等の整備及び適正な維持管理を図る。

○ 内容

平成 21 年度の消防団組織は、下図のとおりである。

（定数 649 名）

消防団長 消防副団長 第 1方面隊長 本部員 9個分団

第 2方面隊長 本部員 8個分団

第 3方面隊長 本部員 9 個分団

第 4方面隊長 本部員 4 個分団

第 5方面隊長 本部員 4 個分団

第 6方面隊長 本部員 3 個分団

女性消防団

第 19 分団の小型ポンプ積載車を更新整備、消防団活動の円滑化を図る。

○ 効果

消防団活動の円滑化と消防施設等の整備と適正な維持管理を図ることができた。
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1 消防費 4 水防費

[担当：消防本部 警防課] P.324

2001 水防に要する経費 93,000 円（439,445 円）

[一財 93,000 円]

○ 目的

水防施設の適正な維持管理と水防体制の万全を図る。

○ 内容

水害に備えた水防演習訓練への積極的な参加をはじめ、管内においては、排水樋管

（取手･仲町）の適正な維持管理に努め、水防活動体制の確立を図った。

○ 効果

水防演習訓練への参加を通して、消防団員等も水害に対する新たな認識を持つこと

ができた。また、排水樋管の適正な維持管理により周辺住民の安全な生活が確保され

た。

1 消防費 5 消防施設費

[担当：消防本部 警防課] P.324

2101 消防自動車の整備に要する経費 32,000,000 円（0円）

[国･県 32,000,000 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域活性化･経済危機対策臨時交付金 32,000,000 円］

○ 目的

高規格救急車を更新し救急体制の万全を図る。

○ 内容

宮和田消防署に配備されていた、高規格救急車を更新したことにより、すべての救

急車（予備車を含む）が高規格救急車となった。

○ 効果

最新資機材を搭載した高規格救急車の更新により、地域住民のより安全な生活が確

保された。


